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第３９回 広域系統整備委員会議事録 

 

日時 2019 年 3 月 8 日（金）15:30～17:30 

場所 電力広域的運営推進機関 会議室 A､B､C 

 

出席者： 

＜委員＞ 

古城 誠   委員長（上智大学 法学部地球環境法学科 教授） 

伊藤 麻美  委員（日本電鍍工業（株）代表取締役） 

岩船 由美子 委員（東京大学 生産技術研究所 特任教授） 

大橋 弘   委員（東京大学大学院 経済学研究科 教授） 

加藤 政一  委員（東京電機大学 工学部電気電子工学科 教授） 

工藤 禎子  委員（（株）三井住友銀行 常務執行役員） 

田中 誠   委員（政策研究大学院大学 教授） 

大久保 昌利 委員（関西電力（株）執行役員 送配電カンパニー 担任） 

大村 博之 委員（ＪＸＴＧエネルギー（株）執行役員 リソーシズ＆パワーカンパニー 

        電気ガス販売部長） 

松島 聡   委員（日本風力開発（株）常務執行役員） 

柳生田 稔  委員（昭和シェル石油（株）執行役員） 

下河内 克倫 代理（大阪ガス（株）ガス製造・発電・エンジニアリング事業部 

電力事業推進部 戦略企画チーム 課長） 

山本 哲弘  代理（中部電力（株）コーポレート本部 広域・制度グループ グループ長） 

 

＜オブザーバー＞ 

日置 純子  （電力・ガス取引監視等委員会事務局 ネットワーク事業制度企画室長） 

河合 賢矢  （資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力流通室 室長補佐 

（併）省エネルギー・新エネルギー部 制度審議室 室長補佐） 

【関連事業者（議題 3 のみ参加）】 

劉 伸行   （東京電力パワーグリッド（株）系統計画室長） 

山田 利之  （東北電力（株）送配電カンパニー 電力システム部 技術担当部長） 

 

欠席者： 

坂梨 興   委員（大阪ガス（株）理事 ガス製造・発電・エンジニアリング事業部  

電力事業推進部長） 

鍋田 和宏  委員（中部電力（株）執行役員 コーポレート本部 部長） 
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配布資料 

資料１：（長期方針）効率的なアクセス業務の在り方について 

資料２：コスト等検証小委員会（報告） 

資料３：東北東京間連系線に係る広域系統整備計画について 

 

 

１．（長期方針）効率的なアクセス業務の在り方について 

 ・事務局から資料１により説明を行った。 

 ・主な議論は以下のとおり。 

 

[主な議論] 

（工 藤 委 員）前から何度かお伝えしているが、募集プロセスにおいて辞退者が出るということについ

ては、同じプロセスにおける残された事業者の負担金の増加や、工事の遅延、それに伴い

場合によっては、再生可能エネルギーであれば FIT 期間の短縮による投資リターンの減少

等、残された事業者へ影響が及ぶ可能性があると思っている。マイナスの観点から申し上

げると、募集プロセスにおいては、こういった他の事業者の辞退リスクも融資の検討対象

になると思っている。同じプロセスに、辞退する可能性のある事業者がいるということが

融資のネックとなる可能性もあるため、補償契約の不履行の未然防止というのは、私ども

融資側の立場もしくは事業者の立場からすると、必ずしも、自分が辞められてしまう側に

立てば過度な対策とは言えないのではないかと思う。ただし、オープンアクセスの原則に

立ち返ってみた場合に過度な対策となってしまうということであれば、代わりに事後対策

について厳しい対応を取るべきではないかと思う。法的措置および指導・勧告や当該事業

者情報等の公表とあるが、これも以前にお伝えしたとおり、現在、開発事業を行っている

のは、企業そのものではなく、SPC、そのために作られた特別目的会社であったり、ファ

ンドであったりというケースも少なくないので、このバックに実際にいる事業者が同様の

ことを起こさないように対策を講じるべきではないかと思う。事後対策例の３つ目に当該

事業者および関係する事業者という記載があるが、この関係事業者に対して、１つ目、２

つ目の法的措置、指導・勧告・公表等の手当ても必要ではないかと思う。また、一度契約

不履行になった事業者、関係する事業者も含め、第三者の支払保証と書類の提出があれば

再度参加できるというのは個人的には甘いように感じる。他の一括検討案件に参加できな

いくらいの方が、関係事業者もいろいろな立場の方がいると思うので、除外項目は必要か

もしれないが、他の一括検討案件には参加できないくらいの方がいいのではないかと考え

ている。未然防止策が不十分だった場合には、他の事業者の辞退リスクをファイナンスに

おいては検討する必要があるために、予見性確保に関する情報として、他の応募者の情報

開示も必要ではないか。その場合は、個人名というか、実際の名前はなかなか出すのが難

しいと思うが、そこが分からないと、実際どれくらい辞退する可能性があるのか、ファイ

ナンス、クレジット状況など想像がつかないものなので、できるだけ事業者名や関係者名
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の開示も必要ではないかと考える。現在長期化している募集プロセスの短期化は、ぜひ検

討頂きたいと思うが、ファイナンスの観点からの検討も加えて制度設計をお願いしたい。 

（事 務 局）工藤委員から甘いと言われると、そうなのかなと思ってしまう。もしそういう辞退をする

ような方がいれば、その方には、次回以降、第三者の支払保証書類担保の提出を義務付ける

と書いているが、実はこれも結構ハードルが高いのではないかと思っている。なかなかこう

いうものは受け入れられないもので、これがあれば基本的には確実に回収できるものと思

っており、これ自体はそれほど甘くはないのではないかと我々は考えているが、このあたり

について、専門的知見をもとにご意見頂けないか。 

（工 藤 委 員）もちろん支払保証担保の提出を義務付けるということ自体は、非常にしっかりとした対

応だと思う。一方で、これが事後対策であるということと、後は当該事業者および関係す

る事業者において、この関係する事業者にどこまでちゃんとしっかり求めていくかという

ことだと思っている。ただ、オープンアクセスの原則から事前に求めるのが難しいのでは

ないかと思うので、その場合においての事後対策という意味では適切だと思っている。 

（伊 藤 委 員）一部、私も工藤委員に賛同するところでやはり厳しく対応すべきだと思う。普通の会社が

不渡りを出した場合、しばらくの間取引できなくなるのが現実であり、それと同じような感

覚なのではという考えもあるが、一方で入り口を厳しくしてしまうと参入者が減ってしま

い、ビジネスとして市場が活性化しなくなる可能性もあり、すごく難しい。でもいくら罰則

を強化しても、ずる賢い方は別の代表をつけたり別法人を立てたり等、逃げ道をいくらでも

想像できるので、完璧にすること自体が難しいと思う。どこを落としどころにするかという

のが、当然ビジネスにはリスクがあるので、完璧にしないまでもある程度というところで良

いのではと思う。 

（古 城 委 員 長）契約不履行というのは不渡りを出したような話なのか。それとも事業場の都合で下りるの

は普通であって、迷惑料さえ払えば構わないという考えで捕まえていくのか。 

（事 務 局）今回の場合、工事費負担金補償契約を結んでいるので、基本的に会社が存続していれば、

徹底的に取りに行くものと考えている。よって、これで払わないというのは基本的には倒産

しているとか、立ち行かなくなっているケースだけだろうと思っている。これはデポジット

を払わないというのではなく、工事費負担金補償契約を結んでいるので、その契約に基づい

て淡々と取りにいくだけだと思う。 

（大 久 保 委 員）10 ページの契約不履行者への対応の方向性について、現在実施している募集プロセスの

中でも契約不履行者が発生する事例があると聞いており、対応に非常に苦労されていると

いうことも聞いている。順を追った対策であるが、事後対策のみでの効果が十分でないと判

断される場合は、未然防止策の導入の検討を是非お願いしたいと思う。 

（山 本 代 理）27 ページの情報公開の話について、電源を立地する立場からすれば地元との関係が非常

に大事だと思っており、まだ地元に話をしていない段階で、つまりは立地地点の検討をして

いる段階で地点の分かるような情報公開が行われると、開発に支障が出る可能性もあるの

で、情報を出されると困るという意見が事業者からあれば、その部分については困らないよ

うな出し方というのをご配慮いただきたいなと思っている。 
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（古 城 委 員 長）情報を出すか出さないかは事業者の意見を聞いて、ケースバイケースで対応してほしいと

いうことか。 

（山 本 代 理）そのとおり。 

（事 務 局）事務局から補足させていただくと、今回、実は事務局としてもできるだけ公開という案で

出させていただいたが、先ほど山本代理がおっしゃったように、競争情報になり得るので、

ハードルはあると思っている。一括検討での事業者の予見性を考慮すると、ある程度情報を

出していく必要はあると考えている。ある事業者は出さずにある事業者は出すとなると、そ

れはそれで何の情報なのかという感じになるので、例えば 25 ページの申込者情報というと

ころで、ある程度の例を記載しているが、ここでは連系点、いわゆるどこの系統に接続され

るのかということと、最大受電電力と、あと電源の項目でなぜ自然変動電源だけを書いてい

るかと言うと、これは将来、ノンファームみたいなものが入ってきた場合に、自分が出力の

予見性をどれくらい出せるのかというところを、自らシミュレーションできるようにする

ために、自然変動電源というのがどれくらいあるのかというのは情報として必要だろうと

いう考えから、自然変動電源だけは出してはどうかということで案を作成している。この辺

りの情報で、特に開発にあたって問題になりそうなものにはどういうものがあるのかとい

うのを、今日は発電事業者の方にご意見を伺いたかった。当然、この場だけでなく、別の場

でもいろいろ聞こうと思っているが、もしそういうのがあればご教示いただきたい。 

（山 本 代 理）例えば、長い送電線に接続するのであれば、どの点に接続されるか分からないのであまり

目立たないが、非常に短い送電線で、発電所を立地できる場所もここしかないだろうという

ロケーションであれば伏せていても概ね分かってしまう。そういう点があれば、ご配慮いた

だきたい。何でもかんでも情報は出したくないということを申し上げている訳ではない、と

いうことをご理解いただければと思う。 

（佐 藤 理 事）今おっしゃったのは、山本代理が嫌なわけではなく、山本代理が関係する発電事業者の方

が、こんな状態であれば相対契約の時にみんな分かってしまうからやめてくれと猛烈に文

句を言われると現場が困るから何とかしてほしいということか。 

（山 本 代 理）相対というより、地元に申し入れる前に電源計画が分かってしまって、立地が出来なくな

ると言うのを気にして発言させていただいた。 

（佐 藤 理 事）そうすると、ほとんどすべての情報が出せないということになるのではないか。27 ペー

ジで気にしているというのは、電源情報で競争情報的なところはいろいろ考えないといけ

ないというので、今のだとある時点においては一切電源情報が出せないということになる。

これは趣旨が違うような感じがする。 

（山 本 代 理）申し上げたかったのは、電源を建設することができなくなることは避けたいということ。

そういう情報でなければ、ある程度情報を出すというのはやむを得ないと思っている。 

（佐 藤 理 事）それは作るか作らないかなんで、必要最小限の情報も時期によっては出せない場合がある

ということではないのか。事務局は、そういう事態を想定していたのか。 

（事 務 局）確かに、送電線が特定されてそこしかないとか、明らかに容量をみれば地点が特定されて

しまうといったケースもあるという気はしている。ただし、これは情報の出し方の問題だと
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思っている。情報を公開するという方法と、そこの系統に接続しようとする事業者のみに、

例えばアクセス検討の回答時に開示するという方法と両方あると思うが、おそらくこれを

公開するという話になれば問題があるというのは分かるが、開示という方法であればどう

か。 

（山 本 代 理）基本的に、公表は困るということで申し上げた。 

（加 藤 委 員）今の件について、もともとアクセス検討のこの話が出てきたのは、非常に練られた計画、

要するに実現の可能性が高い計画と、海のものとも山のものとも決まっていない、固まって

いない計画が同時に入ってきて、それらを一緒に検討するために、すぐに辞退者が発生して

計画に後戻りが起こることが問題だったと思う。今の話を伺っていると、立地地点も確保さ

れていない、環境アセスも終わってなくそれ自体通るかどうかも分からない、そういうあま

り計画が具体性を持っていないものを一緒に入れてしまうと、これまでと同じことになっ

て、実際にやろうとしたら辞退者が出てしまい、また後戻りが出てくるのではないか。とは

いえ、山本代理のご意見も理解できるので、上手く整合性を取る必要がある。なぜ公開する

のかということの根底にはできるだけ後戻りを避けたいという意図があると思うので、そ

ういった意味でご検討いただければと思う。 

（事 務 局）13 ページを見ていただきたい。一括検討のデポジットを入れるタイミングで負担可能上

限額というものを入れていただく。この負担可能上限額の 5％をデポジットとして入れても

らうこととなる。ここで事業者には、負担可能上限額を入れるにあたって、どれだけの事業

者がやめたらどのくらい負担金が上がるのかという事を自ら算定し、判断をしていただく

必要があり、デポジットの前にある接続検討の回答の段階で、事業者情報を一緒に出さない

と事業者自らが判断できないのではないかと思っている。デポジットを払った後は段々と

意思決定がされていくので、事業性というのも高まっていくと思うが、今議論しているのは

少なくともデポジットを入れる前の段階の話なので、その段階である程度負担可能上限額

を入れるための予見性のためにそういった情報を出すことは必要ではないかと思う。この

段階では、辞退者が出るのはある程度前提の上で、要するに試しで検討されている案件もい

っぱい入っている前提での検討プロセスになる。よって、アセスをしていないものや、どの

地点にしようかという段階の案件も存在する。 

（岩 船 委 員）不確定な要素も多い段階で、この人だけに開示するということは可能なのか。公開ではな

くて開示とする場合、どのような人が開示してもらえるのか。 

（事 務 局）もし開示ということになるのであれば、接続検討申込みをされて、その回答の際に事業者

情報、先ほどの一覧表のレベルのものをお渡しすることを考えている。あくまで接続検討申

込みをしている方のみで、誰でも開示請求できるわけではない。25 ページの情報について

は開示というレベルで大丈夫と思うが、23 ページの方は一括検討に入る前のタイミングで、

自分が今その系統に入ったらどうなのかということを見ていただくものなので、ここはど

ちらかというとある程度公開をしていかないといけないと思っている。ただし見せ方とし

て、例えばグロスで見せるとかそういった方法はあると思っており、そういう意味では、23
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ページと 25 ページの意味合いは少し違う。25 ページの情報は開示レベルでも問題ないの

ではないかと思う。 

（岩 船 委 員）10 ページの件、東北の募プロで辞退が出ているという話だったが、2 ポツ目にある「悪

意のある辞退や恣意的な辞退は考えにくい」と記載があるが、これまでの募プロにおいてそ

ういうものはなかったのか。 

（事 務 局）現在、九州方面や東北で継続されている募集プロセスがあるが、工事費負担金補償契約を

完全に不履行になった事例というのは確認されていない。督促をしている状況のものはあ

るということは確認している。 

（岩 船 委 員）そういうことであれば、今回もこの方法で問題ないだろうというご判断か。 

（事 務 局）現状、悪意のある辞退や恣意的な辞退というものが確認されていないので、今回未然防止

策を入れていくという事に関しては、募集プロセスの実績を含めて検討していきたいと思

っている。 

（大 久 保 委 員）私の方から情報提供させていただく。契約不履行に当たるかどうかは分からないが、未入

金事業者が発生している、手続き上ちゃんとお金を支払ってくれない事業者が出てきてい

るという事を耳にしている。そのような情報は広域機関の方には入っていないのか。 

（事 務 局）契約した期間に入金されていない事業者がいるという事は聞いており、再度入金の督促を

しているということについては把握している。 

（大 久 保 委 員）契約不履行ではないが、その要素を含んでいるというか、そういう事業者は出てきている

という認識でよいか。 

（事 務 局）そのとおりである。 

（河合オブザーバー）先程の加藤委員と山本委員代理がおっしゃったことと重複するので、手短に話させていた

だく。今回の情報公開は新規の発電事業者の事業を円滑に行うために元々行うものとの認

識である。その観点で、23 ページにあるようなアクセス検討の段階は、当然ながら地元と

の調整が未了のもの、あるいは関係法令の関係で手続きが進んでいないもの、熟度が低い案

件も必然的に出て来るという事だと理解している。そうなった時に、公開をしてしまうこと

で関係事業者との調整が難航し、本来の主旨である円滑な事業というものにもし阻害の懸

念があるという話が事業者からあるのであれば、それについては 27 ページに明確に書いて

いただいているとおり、よく議論いただいた上で制度設計していただければと思う。なお、

連系後の情報開示、公開については、まさに国の方の審議会で公開が良いのか開示が良いの

か、あるいは NDA をつけるのかつけないのか等について相当程度時間を掛けて結論を出さ

せていただいたので、同様に検討いただければと思う。 

（古 城 委 員 長）10 ページの契約不履行の話、先程もあった悪意や恣意的な不履行があった時の話である

が、その人から見ればもっともな理由で、これはもうやめた方がいいと判断して履行しない

場合があると思うが、それはビジネス上の理由で悪意はないけれども、他人に迷惑をかけた

ことに間違いはない。この時の迷惑料をどうするかという話は残るので、悪意や恣意的なも

のは考えにくいからしなくていいという話ではないと思う。ペナルティは決まっていても、
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もっと払ってもいいからやめるのは仕方がない事であるが、そのあたり、大事な点が素通り

されている気がする。 

（事 務 局）負担金補償契約というのは、自らが払わないといけないお金は全部払いなさいということ

である。 

（古 城 委 員 長）本当なら 10 億払わなければいけないが、負担金補償契約で 3 億とか 1 億最初に出してお

いてくださいということか。 

（事 務 局）最初はそれぞれデポジットで取り、もし自分が辞退する場合には補償契約に基づいて全額

取りに行くのだが、契約不履行というのはそれが払えないということである。補償契約は全

額取りにいくためのものである。 

（古 城 委 員 長）取りっぱぐれがないようにということか。 

（事 務 局）そのとおり。 

（古 城 委 員 長）全額取りに行けるのか。本当は全額 10 億払うという約束だが、不履行者は与えた損害は

5 億だと言う。5 億で勘弁してくださいと。違約金の話ではよくある話である。 

（事 務 局）契約の際に額を決めて、契約書に記載しており、辞退される場合はこれだけ払っていただ

くという形の契約と契約書には記載されているが、実際は他の事業者に損害を与えた実費、

要は他の事業者の負担金が増額した分を基本的にはこの補償契約で取りに行くという形で

ある。 

（古 城 委 員 長）契約書には 10 億と書いていて、実際の損害が 5 億の場合はどうなるのか。 

（事 務 局）実際に損害を与えた 5 億を取りに行くことになる。 

（古 城 委 員 長）10 億は取らないのか。 

（事 務 局）今回はペナルティ的な意味合いは基本的に入れておらず、あくまで損害の補償義務を負う

という契約で考えているため、他の事業者に 10 億の損害を与えていなければ取らない。た

だし、基本的には工事規模が一緒であれば契約の額と請求額は一緒になる。例えば、その事

業者が辞めて工事規模が小さくなれば、請求額は契約の額より小さくなる。 

（古 城 委 員 長）全額取りに行くわけなので、更に念押しで厳しくする必要性は薄いという考えか。 

（事 務 局）軽く辞めてやろうという事業者は、まずこのような契約は結ばないだろうと考えている。 

（寺 島 理 事）情報公表の話、エネ庁さんからもお話いただいたところ。この話は、事務局からも説明し

たが、あくまで、23 ページ、25 ページについて「必ずこうしたい」というものではなく、

予見するための情報が欲しいという事業者のことを考えれば、こういう方法も考えられる

のではないかということを、27 ページの記載も交えて説明させていただいたものである。

ただし、それが事業者にとって事業の推進に良くない情報である部分があるのであれば、そ

れは考えなければならない。よって、一体どういうところが落としどころとして良いか、そ

れについては 27 ページのとおり、事業者からのご意見を伺っていきたいと思っている。同

時にガイドライン上の取扱いというものもあるので、ここについてはエネ庁さんとも相談

させていただき、うまいところを探っていきたい。また、公開なのか、開示なのか、提示な

のか等いろいろと方法はあるため、工夫させていただきたい。ただ、方向性としては、どう
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にか、こういう事をやっていかないと、全体として上手く行かない部分もあるので、相談さ

せていただきたいという趣旨である。今後ともよろしくお願いしたい。 

 

 

２．コスト等検証小委員会（報告） 

 ・事務局から資料２により説明を行った。 

 ・主な議論は以下のとおり。 

 

[主な議論] 

（古 城 委 員 長）コスト等小委員会の委員長である加藤委員から補足をお願いしたい。 

（加 藤 委 員）ただいまご報告いただいたように、コストを抑えるような一般競争入札を採用して、か

つスケジュールを守る意味からも予報発注が必要だろうと。その両方の観点から妥当とい

うか、コスト低減かつスケジュールを守るための提言がなされていると考えている。あ

と、ここには特に記載されていないが、資材について、鉄塔であるとか電線であるとかそ

ういったものを共同で発注できないかという話もあったが、独占禁止法に触れる可能性が

あるということで、それは別途検討中であると聞いている。 

（寺 島 理 事）加藤小委員長からのコメントと併せて、私からもちょっと補足させていただく。今、送

電線の工事に係わる高所作業員、電工さんが不足している中で、こういう大きな工事を進

めるにあたって、事業実施主体としては、工事の施工量能力をどう確保するかということ

で、ここでは予報発注という方法の申し出があり、本委員会の委員である加藤小委員長と

田中委員にコスト小委にご参加いただき審議していただいた。特にここでは、予報するこ

とでコスト削減のインセンティブが減退してしまってはいけないということが論点だった

かと思う。送電工事の実情については、私どもからも、関係事業者の方からも説明させて

いただき、同時に、だからと言って予報発注で受注が決まった後のコスト削減策などの工

夫をいろいろ審議させていただき、このようにまとまったものと思っている。審議の中で

は委員長はじめ関係委員の方々にも鋭意審議いただいたと思っているので、本日ここでご

報告させていただいた。 

（大 橋 委 員）これで異論はないが、もう一言言うとすれば、おそらく予報発注しなければ現れるであ

ろう新しい事業者がいるかもしれないが、ここの部分の工事については非常に特殊な工事

なので、そうした事業者が現れる見込みはなさそうであり、なおかつ担い手等の問題か

ら、事前にある程度仕事量というのを確保しておかないと、なかなか工期を守ることはで

きないということでこういうことをやられたということで理解した。 

（寺 島 理 事）そもそも予報発注、一般競争入札を行う前に、公募をかけているので、そういう意味で

は現れるべき人はまずその時点で現れているだろうということを前提にさせていただい

た。 

（大 橋 委 員）一年後に公募すれば一年後に現れる人もいるかもしれないが、如何か。 
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（寺 島 理 事）その可能性はもちろんあるが、そういう意味では一般競争入札をするタイミングではや

っているということである。 

（古 城 委 員 長）今回、人が少ないから予報発注を採用しているのか、基本的に予報発注の方が合理的な

のか、どっちになるのか。 

（加 藤 委 員）東京中部間の 50‐60Hz の連系と、それから東北東京間の連系線、かなり両方とも工事

規模としては大きいものが同じ時期にきたため、そしてさらに東北東京の場合は、発電事

業者の方からビジネスのために工期を早くしてほしいという強い要望もあったといったこ

とも大きな要因だと思う。 

 

 

３．東北東京間連系線に係る広域系統整備計画について 

 ・事務局から資料３により説明を行った。 

 ・主な議論は以下のとおり。 

 

[主な議論] 

（加 藤 委 員）最終的に辞退するかどうか決まるのが 3 月末で、4 月に入らないと検討ができないとい

うのは事実なのだが、この影響は多岐に亘るので、少なくとも今のうちからこういう場合

はどうしたらよいかなど、ある程度のリスクマネジメントはしておいた方がいいと思う。

辞退した方がいくらかいて、極端なことをいうと、今回、間接オークションができた関係

で、全部の事業者が辞退する可能性もあり得たということである。もしそうなった場合は

どうするのか？計画そのものをなしにするのか？増強したいといった、発議をした電気供

給事業者は結局誰も参加しないということになったら連系線の増強は意味がないのではな

いか。実際、東北さんは工事に入られていろいろやろうとしているが、結局誰も使わない

となると、これはなくなるということになるのか。 

（事 務 局）その時は他の連系線と同様、費用対便益評価を行って便益があるのであれば増強工事を

行う。ただし、規模等はまた別の議論である。 

（加 藤 委 員）あの時は、資料の 4ページにもあるように、電気供給事業者からの提起を受けて連系の

話をしたのだが、事業者が全員降りてしまったら提起する人がいなくなる。その場合、誰

が提起するのか？広域が提起するのかという話になるが、それも今までの空容量等の状況

を見ていると、そこまではいかないのではないのかという感じがする。あともう一つ、短

工期対策で 50 万 kW 増強するというのがあったが、他の事業者が全部降りた場合、連系

線を作らなくてもそれだけで済む可能性がある。そうすると連系線は作らないのか。計画

を見直した結果、そうなることもありえる。その結果、東北北部の募プロを考えた場合、

完全に連系線がなければ成り立たなくなる。もしその後、連系線の工事を続行する、私も

続行すべきだとは思うが、しなきゃいけないとなった場合は、形の上からでも、今度は逆

に東北電力から連系線増強の発議をしていただく。広域機関も動いているが、実は電気供

給事業者からの発議ではないんだという考え方で進めないと、これまでのルールという
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か、やり方が違ってくるのではないかということが 1 点。それからその後の北部募プロの

連系量云々という話だが、いずれにしても今、レジリエンスで北本増強の話をして、5 月

末くらいに費用便益の計算をするということになっているが、これもすべて東北東京間の

連系線等の増強ありきで、更に北部の募プロの増強ありきを考えたうえで、更に北本増強

や北東北の送電線の増強、それらの費用を考えて費用便益を考えるということになるが、

場合によってはかかる費用が大きく変わってくる可能性もある。東北側の増強がもっと増

えて、ここは北本の増強のために必要な増強という形になる。そうしてくると、そちら側

の評価にも大きく影響してくると思う。だからそういった意味では、4 月を待っていた

ら、ちょっと間に合わないのではないか。最終的にはしなければならないし、今から決ま

っていないもので計算しても意味がないのかもしれないが、事前に準備しておかないとい

ろいろなところに大きな影響を及ぼすのではないかと危惧している。 

（事 務 局）2 点大きなご質問をいただいた。まずルールの問題、全員いなくなったらということだ

が、確かに提起者がいなくなるということで、当初始めた理由がなくなるというのは先生

のおっしゃるとおりだと思う。ただし、今回の場合は、特に途中で 2 年の間を設けた特殊

な事例で、もし辞退した場合はこういうやり方でやるというのを、14 ページにあるように

第 17 回の委員会で一旦決めているので、今までやったことをリセットするのではなく、

一応このやり方でやると決めたフローでやっていくものだと思っている。特定負担者がい

なくなったらどうなのかという事については、基本的には、間接オークションが入った段

階でかなりやり方が変わるということはこの場でもいろいろとご審議いただいて、費用便

益でやるというのが基本的なやり方だということでご審議いただいたものだと思っている

ので、基本的には特定負担者がいなくなった空きの部分は、費用対便益評価を行って、便

益があるかどうかで判断するという流れになると思う。基本的には今、レジリエンス小委

でやっている北本も基本的には同じ考え方でやるものだと思う。あともう１点、北本の増

強等いろいろなところに関係するので先にやっておくべきではないのかというのはおっし

ゃるとおりで、ここでは詳細は言えないが、事務局内では相当検討しているので、次回以

降、きっちりご説明したいと思う。 

（加 藤 委 員）一番危惧しているのが、東北北部の募集プロセスで、東北東京の増強は絶対に必要だと

思う。域内の増強に関しては、各一般送配電事業者がいろいろ考えるのだと思うが、連系

線に関してはコスト便益で考えると。北部の募集プロセスを考えた時に、東北東京の増強

のコストがかかってきた時には、費用便益比が結構小さくなってしまうのではないか。要

するに費用の方がかかってしまい、それ自体計画がつぶれてしまうのではないかという事

を危惧している。そうすると、今まで計画していた増強が将棋倒しのように全て中止にな

ってしまうのではないか。そうはならないとは思うが、そういうことを危惧しているた

め、発言させていただいた。 

（古 城 委 員 長）手続きについて、最初は新しい電源を作りたいという人の希望で始めて、費用便益計算

をして作った方がいいということで始めているのではないのか。 

（事 務 局）最初は、費用便益評価はしていない。昔のルールで、提起者が通したいと言えば、増強

が必要であれば増強するというのがこれまでの手続きであった。 
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（古 城 委 員 長）今後は費用便益でやるという事だが、これは誰がトリガーになろうが、今後継続するか

どうかは費用便益で判断するということか。もしくは別の理由、北部の募集プロセスのた

めに検討するので、トリガーは衣を変えて、東北電力から提起されるという手続きを一旦

入れて、それで成立するかどうかという形で費用便益を検討するといった整理にするの

か。 

（事 務 局）先程も言ったとおり、一旦すべてをリセットするのではなく、前回決めたフローで辞退

が出た場合の対応でやっていくということで一旦結論を出したという事と思う。 

（古 城 委 員 長）その時、東北電力から依頼があって、このままだと元々の規模までいなかったので、0

になるなら、やや特殊な事情があり、もう一度別な話として継続してくれという東北電力

の希望があるから、費用対便益をやるという説明にするのか。 

（事 務 局）そういう意味では費用便益評価をするのに何かキックが必要かというと、基本的に今の

ルールでも広域的取引の観点というのがあり、事業者からキックがなくても広域的取引の

観点で増強を判断するというルールも従来からある。 

（古 城 委 員 長）仮に、当初の話であればみんな降りてしまったが、これをやるかどうか費用便益を考え

てやるかやらないかを決めるということか。 

（事 務 局）今回全員辞退したわけではないが、仮にそうなった場合はそのように考えている。 

（加 藤 委 員）短工期対策だけで入ってしまう可能性があり、新しい送電線は不要ではないかという問

題もある。 

（工 藤 委 員）今回のケースの場合は、元々決めたことの後に間接オークションのルールが入ってお

り、事業者から見たら、経済合理性上、辞退した方がよいと、そういう判断もあると思

う。また、果たす義務というかデポジットを捨ててでもそうなるということであれば、そ

れはルールに則った判断ではないかと思っている。ただ、一方で加藤先生が聞かれていた

ように、元々間接オークションがあったらどうなっていたのかというところは、少し疑問

にも思う。ただ今お話しがあったように、起こってしまったことはもう仕方がなかったこ

とだと思うので、今から継続するのか、またその継続する場合も規模のレベルを、やはり

費用負担が発生するものなので、しっかりと費用対便益で検討していくということだと理

解している。やはり辞退者が出たことにより、その費用負担を考えなければならないとい

うことで、本来であれば負担をしてでも、ここでこのビジネスをやりたいという人に、適

地での発電所建設を促すために、特定負担というものもあったと理解しているが、今は逆

に、規模は自分たちのレベルだったら、費用対便益でいっても取ってもらえるのではない

かということになって、そこだけちょっと整理がうまくというか合理性というか、少し筋

が通らないと思うところもある。ただ、それもしょうがないなとも思っている。政府の委

員会ではネットワークコストを FIT の賦課金で賄うというような議論もあると理解してい

るが、やはり FIT 賦課金が査定なき財源となるのではないかという恐れも感じており、本

件は FIT 賦課金で必ずやるわけでは無いとは思うが、東北北部エリアの募集プロセスや、

新北本連系線のさらなる増強が必要なのかどうかということも含めて、本来であればなか

なか描きにくいところだと思うが、2030 年以降のグランドデザインと言うか、国として
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どういうエネルギーミックスを求めていくのかということと合わせて、全体最適の費用対

便益というのを本来評価したいとも思うし、今の議論ではないが、北本連系線の増強と東

北東京の連系線というのがコンビになってくるのであれば、北本連系線に戻って、どの観

点からやっていくのか、どういう理由でやっていくのか等、それが費用対便益だと思う

が、それに合わせてどういう財源でカバーしていくのかと言うことも議論されていくべき

と思っている。 

（松 島 委 員）心配していたことが起こったということだが、一番言いたいことは、この大事な送電工

事について、工程の変化や規模の見直し等が起こったら大混乱になるというのが予見でき

るわけだが、それはもう絶対にあってはならないと。そういうことがあっては、広域機関

も耐えられないと私も思うので、ぜひ、工程や規模等このままで継続できるような形で、

なんとか知恵を絞ってやっていただきたいというのが一番の思いである。多岐に渡って影

響が出るのは、国の大動脈である送電線だからこそだと思っている。1,500 億円程度の工

事費の中で、380 億円の特定負担分があるがために、そこで右往左往しなければならなく

なってしまったわけだが、この大動脈たる送電線工事に対して特定負担分があるというこ

とがいいことなのか悪いことなのかということも、ぜひここで反省点として考えていただ

きたい。 

（佐 藤 理 事）今、松島委員がおっしゃったことは、まったくそのとおりというとあれだが、極めて強

い懸念があるのは十分承知している。我々も 2 年前からこうなることは相当想定してお

り、今になって大慌てをしているということでは決してない。今、松島委員がおっしゃっ

たように大混乱になるというのは、本当にその火を見るよりも明らかであるため、これは

短期間に確かに結論を出さなければならない問題ということも十分わかっている。今日は

河合オブザーバーに来て頂いているが、国とも十分連携を取りながら、まさにご指摘頂い

たように、大混乱にならないように、やっていきたいと思う。約束はできないが、最大限

の努力をするので、今後ともご指導方よろしくお願いした。 

（田 中 委 員）同じような限界費用で同様な種別の電源を持っている事業者は同じような判断をして辞

退する可能性は大きいのではという気がする。間接オークションが入ったことなどもあり

かなり大きな部分が辞退するという懸念はあると思っている。ただ、じゃあどうするかと

いうとこれは費用便益で考えるということで、それはそのとおりと思う。そもそも費用便

益でやるべきだろうし、そういう制度ができたということで、辞退者が出ても費用便益で

しっかりと考えていくことでよいだろう。ただし、できるものが現状と同じくらいか、あ

るいは少し違いが出るかもしれないが、そういった規模を考えた上で、今度、費用負担が

どうなるか、そこがやはり大きなところだと思う。今回 19 ページで再募集の話が出てき

たが、これはやらないとの提案。再募集をしても間接オークションが入って応募するイン

センティブはないかもしれないので、これはやらない方向だとは思うが、そうすると残っ

ている応募事業者と一般送配電事業者の負担がかなり上がってしまうことがおこるのか、

その場合にはこれをどうするかというのはよくよく考えなければならない。今回の資料の

19 ページでは、「本計画の費用負担の在り方については国で整理される費用負担方式との

整合を図りつつ検討を進めていく必要がある」とあり、先程 FIT 賦課金の話もあったが、
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他のいろいろなことを含めて検討すると思う。残っている応募事業者と一般送配電事業者

の負担が上がるのを抑制するようなことが国の検討の中で何か考えられるのか。負担は抑

制されていく可能性が高いと思うが、このあたりはこれからの検討次第ということなので

分からないかもしれないが、可能性としてはどういうことが想定されるのか。 

（事 務 局）今まさに北本の方で費用負担の考え方をどうするかというところについては、我々はま

ず効果を示したうえで、国の方でその効果に合わせてどういう費用負担とすべきかという

事をご審議いただくというプロセスとしている。そういう意味では同じ連系線なので、そ

の議論の中と合わせて、整合性をもった形で費用負担についても整理していくべきではな

いかと考えている。どういう順番になるかはエネ庁とも相談するが、少なくとも北本の方

は、我々は春までに効果をお示しして、その中で費用負担の考え方というのを整理して頂

くという予定になっているので、今回の費用便益とは別に費用負担をどう分けるかという

ことはそこでご議論いただくというスケジュールは決まっている。具体的にどうなるかと

いう事は今の時点ではなかなか申し上げられる段階ではないと思っている。 

（佐 藤 理 事）我々の名誉のために言わせていただくと、間接オークションが入ろうと入らまいと、特

定負担はその電源が持続している間の値差の積分値であることには変わりはないので、間

接オークションが入ったから急に採算の計算がおかしくなったというのは全くない。これ

は地域間連系線の利用ルールの中間報告も最終報告も読んでいただきたいのだが、計画を

変更されるとかどうされるかというのは 2 年前からそうであったが、やはり今後の発電事

業、特に石炭事業の将来性の計算というのがなかなか難しくなっているというのが圧倒的

に大きいので、それに比べて連系線の利用ルールが変わったということはもっと遥かに小

さい理由だと思う。ただ、我々の計算の仕方とか、どのように連系線を作るかという考え

方は相当変わるが、採算性に関してはほとんど関係ない。 

（工 藤 委 員）それは、私のコメントに対してのコメントですか。 

（佐 藤 理 事）地域間連系線ルールの関係があまりにも出過ぎたのではないかということに対して、そ

うでは無いということを言ったまでである。 

（工 藤 委 員）私がちょっと間違ったコメントをしたのかもしれないが、辞退を考えている方は、電源

としては撤退するわけではなく、事業計画は続けて、特定負担でやるよりは一般負担でや

っても間接オークションで通れるので、特定負担が必要になる方は辞めるのだろうと理解

したため、それは経済メリットがあるから辞めるのだろうと思って申し上げた。 

（寺 島 理 事）私からも補足させて頂きたい。間接オークションが入ったため、連系線というのは先着

優先で使わなくても入れるので、今回この特定負担をしないという判断というのは、いわ

ゆる間接オークション後の値差リスクというのを自分で被る覚悟をしたからである。値差

リスクを回避したいと思えば、特定負担をしてでも続けるという判断をするだろうし、そ

の値差リスクが発生しても自分で被るから構わないというかどうかの判断は、事業者判断

であり、このルールを入れたから、軒並み辞退しているわけでは無いということだけご理

解頂きたい。 
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（工 藤 委 員）もちろん承知している。何か悪いと言っているつもりはまったくない。それは事業者と

して計算して、最新の機械だったら、ここに入っているものに比べてこうだ等というのを

評価しながら事業をしていくのは当然なので、それはもう十分にわかった上でのコメント

である。 

（大 橋 委 員）費用対効果でこれからやっていくということだが、若干面倒な話になったと思ってい

る。東北東京間がすでに決まっていれば、北本はそれを所与のものとして計算できたが、

これからやる費用対効果の計算は、もしかすると北本を考える時には、東北東京間のコス

トも同時に考える必要が出てくるのではないか。要するに北本として流す部分がもしある

とすると、そのあたりの費用対効果の考え方というのは、もしかすると北本の考え方も含

めて変えていかないといけないということを多分ここで言っているのではと思っている。

そこのハードルを越えるかどうかということを早めに決めた方がいいだろうというのがひ

とつ思うところである。あと、少し気になっているのは、支払い済の負担金 38 億円がい

つ尽きるのかということと、それまでにきちっと費用負担のルールができて、間断なくき

ちっと繋がる形ができることが重要だと思っている。そうでないと事業者にしてみれば、

持ち出すとか、制度リスクに晒される、例えば託送料金を上げる際に審査に掛けるがその

審査に落ちました、とかいうことになったりすると、悲惨なことになると思っており、そ

の辺りも電取委ともしっかりとやっておかないと、事業者側のリスクが大きくなりかねな

いという懸念がある。 

（事 務 局）まず１点目、北本の前提となっているので、ここは関係がある。検討の順番を決めない

と、後ろの検討の前提が変わってしまうので、そういうことも意識しながら進めていきた

いと思っている。この広域系統整備委員会で議論するのと、電力レジリエンス等に関する

小委員会で検討する内容についてというのは、順番をよく考えながら議論を進めていくよ

うに考えている。 

（大 橋 委 員）私の言ったことの本心は、二重カウントすることがあってはならないということであ

る。 

（事 務 局）決してそういうことのないようにシミュレーションしたいと思っている。 

（加 藤 委 員）まさしくその順番というのが問題で、たまたまこの東北東京の話と、東北北部募プロの

話と、それから新北本の話が同時期にきてしまった。もし、東北東京の次に北本が来て、

東北募プロがその後、1 年くらい先になっていたとすれば、北東北の増強は計画されてい

ない。そうすると、北本の増強に関しては、北東北の増強も費用として算入されるわけで

ある。先程、事務局が言われたように、ベネフィットの方は計算ができると思う。ただ、

費用をどの時点で算出するか、先程、大橋委員が言われたように、北本を考える時に費用

の中には東北東京間が入ってくるというのと一緒で、もし順番が変わっていたら、費用が

どんどん変わってくると思う。そうすると、その連系線の価値が変わってしまう。時期に

よって変なことになってしまうので、単なるコストベネフィットだけでやっていると、大

橋委員が言われたように、ダブルカウントしたり、何かいろんなことをしたりでちょっと
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おかしなことになるのではないか。系統の最適な形としては多分何かあると思うが、順番

によっては何か歪な形になってしまう可能性があるのではという気がしている。 

（金 本 理 事 長）費用便益の専門家として発言させていただくと、順番では変化はないはずである。費用

便益は何かをやる時と何かをやらない時をずっと将来に亘って予想してそれを比較する。

どっちが先になるかというのは１つのケースとしてあって、それを代替案と比較するとい

うわけである。単に前後したからどうこうというのはない。ただし、東北東京を作らない

とすると、他の便益が全部がらがらっと変わってしまう。そういうことなので、全部やる

のは大変で、いろいろ前提が決まっていると個々の計算はいろいろと楽になる。基本はそ

ういうところで、全部きちっとやればどういう順序でも何をやっても評価はできるという

ことである。 

（事 務 局）あと、もう１点。地内増強の話について、こちらは基本的には費用対便益ではやってい

ない。いわゆる通常の接続義務の中で、今の負担金制度の下でやっている。それは費用便

益ではなく、要するに募集プロセスというのはある前提である。それだけの増強工事が発

生するというのは了承の上で、事業者に入ってもらい、そこで一旦増強を行う判断をして

いるものである。よって募集プロセスはまず大前提とさせていただく。 

（岩 船 委 員）すごく一般的に考えれば、おそらく東北東京間の増強は誰にとっても便益のあるものだ

と思われる。もちろん、きちんとした費用対便益評価は必要だと思うが、これから東北か

北海道まで行くかもしれないが、あの辺りに風力が増えたら、おそらく東京まで運んでこ

ない限り、需要との見合いで東北だけの需要では消費しきれないため、当然そこではじめ

て便益が出ると考えると、連系線の増強というのはおそらく日本にとって必要なことだと

思われるし、便益も十分出るだろうと考えられるので、この方向で進めることでよいと思

う。どんどんこれが遅れることの方が損失はかなり大きいのではないかと思っている。再

募集も、間接オークションがあるのでやったところで集まらない、それで事業が遅れるリ

スクに繋がるのであればそのままやった方がいいと思う。あと問題は、結局、北海道も含

め、まずは東京と東北でいいと思うが、負担の公平性というのが一番大きく、一般負担分

が増えることで誰が便益を受けるのか、さっきの FIT 賦課金に薄く乗せてもらったらいい

のかもしれないという話も含めて、負担をどうするかという話はあると思うが、基本的に

費用便益評価に応じて、便益があるなら、燃料費が減った分もきちんと全体としてどんな

効果があるか、後その先は OCCTO の範疇ではないかもしれないが、どういうものが例え

ば公平であろうかというような話ができればいいのではと思う。 

（大 久 保 委 員）14 ページのフローで、これに則ってやると理解しているが、このフローは、系統自体は

与えられたうえで、それに対して辞退者が出ればどうするというフローになっていると思

う。ただし今回、先程あったように再募集しないということは、残された応募者でどのよ

うな系統となるかを普通検討するものだと思うが、辞退者がいない系統でどうなのかとい

うことをこのフローは表していて、再募集しないのであれば、どの系統で検討するのか考

える必要があると思っており、系統の規模であり費用というものが抜けている気がする。

先程言った北部の募集プロセスや新北本等があるが、今回の案件に対してどうなのか、一

旦の仕切りはしないのか。 
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（事 務 局）おっしゃるとおりである。再募集しないということなので、まずは規模の検討からとな

る。ただ先程、他への影響という話もあるので、ゼロから検討ということではなく、おそ

らく増強規模としては複数パターン、といってもそんなに多くのパターンはできないと思

われるので、いくつかのパターンで費用便益評価をして、それで便益のある案でどうしま

しょうかというご相談になるかと思う。 

（大 久 保 委 員）それは同じ系統でやるということか。そこがちょっと分からないのだが。 

（事 務 局）それも今後の相談と思っている。ますは今の計画案があり、もう一つは規模縮小案みた

いなものを一つ作って、それで便益評価をしてみるということかと思う。 

（大 久 保 委 員）その時にいわゆる北部のプロセスとか新北本というのが入ってくるのか。 

（事 務 局）新北本というのは、どっちを先に置くかという事だが、今のところはまずこちらをどう

するかを決めて、その後北本なのかなと思っている。まずはこちらの方で、北本がない前

提で費用便益が出るかどうかということでご判断いただく。それで、こちらの系統をどう

するべきかを先に決めてから、次に北本の検討になると思っている。 

（大 久 保 委 員）北部募プロは入れてやるということか。 

（事 務 局）北部プロセスは前提である。先程も言ったとおり、地内で入ってくるという前提であ

る。 

（古 城 委 員 長）これは、出だしの時の話が壊れたので、もう一度維持するかどうかの見直し検討みたい

に見えるが、そうではなくて、そういう土台がある時に、新しい観点からもう一度検討し

直す、そういうプロセスを始めるという話である。だから新しい話をはじめるということ

だと思う。 

（大 久 保 委 員）それがちょっと分かりにくい資料になっているのではという事を懸念している。 

（事 務 局）14 ページのとおりにやると言ったためにややこしくなったのかもしれない。この 14 ペ

ージは前回決めたのだが、これを本日論点にあげたのは、再募集を辞めないかという話

と、費用便益を基本的に進めないかということで整理させていただいた。次回、このフロ

ーを新しいフローに見直した形、今日ご議論いただいたことを反映した形に見直して、整

理させていただきたいと思う。 

（伊 藤 委 員）国の電力の方向性を決めるというのは、中小企業の経営とは格が全然違うのだが、一度

決めたら行くしかないと私は思う。決めるまでの間に当然議論があってのタイトルという

か課題だったわけである。想定しながら起きてきたことなので、それはしょうがないと。

スピードダウンこそがコストアップにつながるので、男ならという表現をするとまた問題

あるんですけど、やはり行くしかないと思う。それで当然そうなった時にいかに堂々と説

明するかだと思う。まるであたふたしている雰囲気は絶対見せてはいけないし、これは正

しいんだ、将来的に国のためにこうなるためにやっているんだという、毅然とした態度で

やっていくというのがベストだと思うので、あまり気にせず行った方がいいのではと思

う。 
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（河合オブザーバー）今日ご議論いただいたとおり、東北東京間の地域間連系線の今のプロセス自体が、先程

松島委員からもご発言いたいたが、以北の再エネの導入といった観点からも極めて意義が

大きく、その観点からも非常に重要なプロセスということは国側も強く認識している。連

系線自体は当然広域機関の方で社会的便益という事をしっかりと検証して頂くというのが

次のステップとなるが、今日他の委員の方からもご懸念いただいた、その後のプロセスと

いうもの、例えば北東北の募集プロセスなり、あるいは費用負担については前日立ち上が

った国側の審議会の方で議論させていただくことになるわけだが、本日ご懸念をいただい

たスケジュールといったものについても、国側でも広域機関と連携をしながらしっかりと

遅滞なく進めていきたいと思うのでよろしくお願いしたい。 

（古 城 委 員 長）それでは、本件について、関連する事業者オブザーバーである東北電力の山田オブザー

バー、および東京電力パワーグリッドの劉オブザーバーからご意見を伺いたい。 

（山田オブザーバー）今までいろいろご議論いただいたが、当社と致しまして、整備計画に関わる費用負担者

という立場、それから事業実施主体という立場で、何点かコメントさせていただく。本日

もいろいろご議論いただいたが、今後の費用負担の在り方の検討ということで、まず広域

系統整備計画については、もともと希望する発電事業者の電源の送電を目的としたという

ことで、先程もご説明があった。ただ、先程来ご説明のあるとおり、間接オークションの

導入など、大きく目的が変わってきているというのがあると考えている。したがってまず

は今回の整備計画の目的、あるいはどういう規模が必要なのかといった必要性をまず再整

理すべきではないかと私どもも考えている。その上でまず費用負担については、国で整理

される費用負担方式との整合を図ると記載いただいているが、先程、北本あるいは再エネ

との関連という発言もあった。そういう事も踏まえ、増強する目的、それから増強による

受益者を明確にしていただく必要があるというところで、その受益に応じた負担となるよ

うにご検討いただき、私どもも、皆さまが納得できるような中で、決定して頂ければと思

っているところである。次に、工事の実施関連だが、当初、事業実施主体ということで現

在工事を進めている。今回の工事は、所要工期の短縮要請もあり、現在、宮城と福島に約

1,000 人の組織を設置し、用地交渉や用地買収を精力的に進めさせていただいている。今

後、工期についての影響を最小限に抑えるということで、来月 4 月からも計画どおり進め

ていかなければならないと考えている。したがって、もし中断すると、工期面、地域対応

面の影響がかなり大きいものと想定している。工事を継続するにあたっては、工事実施主

体である我々の持ち出しで継続することはできないが、資料 18 ページにあるとおり、当

面、工事費負担金の 10％相当である 38 億円以内で工事を進めていくこととしてはどうか

という提案をいただいており、その結論はまだ出てないと認識しているが、もし了承いた

だけるのであれば、今後工事規模については見直しの必要性等を含めて検討するというこ

とを大前提に、工事は継続させていただきたい。それでもなお、支払い済の負担金を超え

る工事はできないと考えている。先程、38 億円をいつ超えるかというご質問があったが、

その辺をお話しすると、今年度で大体 15 億円程度使う見通しになっている。来年度は環

境アセスだとか、開閉所の用地買収等が必要になるので、現在の計画通りで行くと、大体

上期過ぎくらいには 38 億円は超えるだろうと、工事部隊としては考えている。したがっ
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て、検討がその辺を超える場合等の扱いについては、速やかにというか早めの議論をお願

いできればと考えている。あと北部募集プロセスに関連して先程からいろいろとお話が出

ているが、ご存じのとおり大規模な募集プロセスを実施しており、今月末に再接続検討の

回答をさせていただく予定であるが、先程からあるとおり、入札対象工事は今回の整備計

画を前提としているので、その前提が変わると当然募集プロセスへの影響があるというこ

とで、整備計画の再検討を待って回答させていただくことで考えている。先程、募集プロ

セスについては東北が提起という話もあったが、もともと東北北部に電源の接続を希望さ

れる事業者さまがかなりいらっしゃるということで、東北北部系の増強を前提として募集

をさせていただいたというところがスタートなので、その辺も考えながら今後どうしてい

くか、今回の議論と広域機関とも相談させていただきながら対応させていただきたいと思

っている。再接続検討の回答だが、今後のこちらの検討に左右されると思うが、検討によ

っては再接続検討も時間を要することも想定されるので、できる限り我々努力はさせてい

ただくが、その辺り具体的な回答時期等については広域機関とも相談しながら進めさせて

いただきたい。いずれ、今回のプロセスの見直しとなると、混乱を生じるというお話もあ

ったが、極力影響がないように、我々協力できる範囲でやっていきたいと考えているの

で、是非よろしくお願いしたい。 

（劉オブザーバー）本日はオブザーバーとして参加させていただき感謝申し上げたい。私からは 5点お話し

させていただきたい。 

1点目。本日事務局からご説明いただいたが、東北エリアに再エネポテンシャルがあり

連系線活用が見込まれるという点。すでに広域機関にもご尽力いただき弊社管内の北関東

募集プロセスを昨年 10月に開始していただいた。弊社管内にも 630万 kW程度の再エネポ

テンシャルがあるので、費用対便益の評価にあたっては、東北エリアに加えて弊社エリア

の再エネポテンシャルも考慮していただければありがたい。 

2点目。辞退者と工事規模の関連について。いくつかのパターンを設定してご検討いた

だけるとのこと。今後のためにも、設備規模と便益の関係についてのご検討も並行してい

ただければと思う。 

3点目。客観的に見て、特定負担者は間接オークション導入前からの連系線利用者と同

等の権利が付与される方向でルール化されるものと理解している。再募集の定義、扱いに

ついても広くご理解いただけるようなスタンスをご検討いただけばありがたい。時間がな

いから再募集はしない、手を挙げる人がいないから再募集はしないとの考えだけではな

く、権利が与えられれば手を挙げる人が出てくるかもしれないことも念頭に置いていただ

ければありがたい。 

4点目。費用負担の検討については、国で整理される方式と整合を図っていくというこ

とで、私どもとして全く異論はなく賛成である。加藤委員からもご指摘があったが、仮に

も大量の事業者が辞退し、その空容量に再生可能エネルギーが入ってくる場合には、受益

と負担の在り方についてあらためてご検討・ご議論いただければありがたい。また、一般

負担が過度に増えることがないようご配慮いただければありがたい。 
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最後に、新々北本の増強は、東北東京第二連系線が前提と本日事務局から説明があっ

た。ほとんどの事業者が手を下げてしまうとそもそも連系線がなくてもいいのではないか

という加藤委員のご指摘も踏まえ、2年前の増強ニーズに照らして連系線増強が必要かど

うかという点と、新々北本・東北北部募集プロセスといった新規ニーズとの関係性につい

ても整理していただければありがたい。 

（古 城 委 員 長）最後に確認をしておきたいのだが、本日、皆さまに了承していただきたい点が 2 つあ

る。まず 18 ページの 3 ポツ目、たくさんの応募者が辞退する可能性は高いが、その場合

でも当面、例外措置において応募者が支払い済の負担金の範囲内で工事を進めていくこと

としたい、これが提案の 1 つ。それから 22 ページの最後の四角で、北部募集プロセスと

いうのが東北東京間の増強を前提としているので、それについての費用便益の結果が出て

からしか回答をお返しできないので、本計画の再検討結果を待ってから回答するという 2

点、了承して頂かないといけないがよろしいか。 

（委 員 一 同）異議なし。 

 

 

４．閉会 

（古 城 委 員 長）これにて、本日の議事はすべて終了となったので、第 39 回広域系統整備委員会を閉会

する。ありがとうございました。 

 

－了－ 


